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表６：法令に基づく独立行政法人等共通手続
申請等手続

整理
番号

手続名 根拠法

項 号
附
則

手続を受け付
行政法人等

ける独立
の名称

手続を受け付け
システム等の

ている
名称

平成
オン

22年度中の
平成23年度以降
にオンライン化を 手続申請等件数の切り の年間申請等件数

オンライン
申請等件数

令、根拠規定

条

ライン化の
止状況

停 停止し
止する

る

ている（停
予定があ
）手続

分けができ
続をまとめ

ない手
た名称 20年度 21年度

22年度
a

20年度 21年度
22年度

b

オンライン利用率
（b/a×100）％

備考①
必要性 の対応

備考②

1
法人文書の開示請求 独立行政

る情報の
律

法人等
公開に

の保
関す 4 1

独立行政法人
所

建築研究
電子メール － － － 0 0 0 0 0 0 － － －

2
開示の実施の申出 独立行政

る情報の
律

法人等
公開に

の保
関す 15

3
5

独立行政法人
所

建築研究
電子メール － － － 0 0 0 0 0 0 － － －

3
保有個人情報の開示請求 独立行政

る個人情
る法律

法人等
報の保

の保
護に 13 1

独立行政法人
所

建築研究
電子メール － － － 0 0 0 0 0 0 － － －

4

開示の実施の申出 独立行政
る個人情
る法律

法人等
報の保

の保
護に 24 3 独立行政法人建築研究所電子メール － － － 0 0 0 0 0 0 － － －

合計 4 0 0 0 0 0 0 0 0

※　　「平成22年度中」：平成22年４月１日から23年３月31日までの間

※　「平成23年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成23年４月１日から８月３日（新オンライン利用計画決定日）までの間にオンライン化を停止した手続、又は、８月３日までの間に23年度以降にオンライン化
続

申請等手続以外の手続

整理
番号

手続名 根拠法
処分通知等
行政法人等

を行う独立
の名称

処分通知等を
ム等の名称

行うシステ
平成2
オン令、根拠規定

条 項 号
附
則

ライン化の停
止状況

停止している（停
止する予定があ
る）手続

備考

1
電磁的記録の開示
関する定めの閲覧

方法に 独立行政
る情報の
律

法人等
公開に

の保
関す 15 2

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

2
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

3
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

4
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

5
手数料に関する定
覧

めの閲 独立行政
る情報の
律

法人等
公開に

の保
関す 17 4

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

6
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

7
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

8
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

9
法人文書の管理に
定めの閲覧

関する 独立行政
る情報の
律

法人等
公開に

の保
関す 23 2

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

10
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

11
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

12
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

13

電磁的記録の開示
関する定めの閲覧

方法に 独立行政
る個人情
る法律

法人等
報の保

の保
護に 24 2

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

14
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

15
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

16
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

17

手数料に関する定
覧

めの閲 独立行政
る個人情
る法律

法人等
報の保

の保
護に 26 3

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

18
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

19
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

20
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

21
個人情報ファイル
表

簿の公 独立行政
る個人情
る法律施

法人等
報の保
行令

の保
護に 1 5

独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

22
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

23
独立行政法人
支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

24
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

25
監査結果に基づく
出

意見提 独立行政法人通則法
19 5

独立行政法人
所

建築研究
電子メール - -

26
法人の長による役
命

員の任 独立行政法人通則法
20 3

独立行政法人
所

建築研究
電子メール - -



則法

オンライン化を停止した手続、又は、８月３日までの間

27
職員の任命 独立行政法人通

26
独立行政法人
機構

都市再生
人事･給与システム - -

28
財務諸表等の閲覧 独立行政法人通則法

38 4
独立行政法人
所

土木研究
ホームページにより公開 - -

29
独立行政法人
所

建築研究
ホームページにより公開 - -

30
独立行政法人
支援機構支援機構

住宅金融
ホームページにより公開 - -

31
独立行政法人
機構

都市再生
ホームページにより公開 - -

合計 10 0 0

※　　「平成22年度中」：平成22年４月１日から23年３月31日までの間

※　「平成23年度以降にオンライン化を停止している（停止する予定がある）手続」：平成23年４月１日から８月３日（新オンライン利用計画決定日）までの間に
に23年度以降にオンライン化を停止することを公示している手続及び費用対効果の検証後意見聴取を開始している手続
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